
～子ども・子育て支援新制度のご案内～～子ども・子育て支援新制度のご案内～

　すべての子どもたちが笑顔で成長できるよう、保育所や幼稚園をはじめ、地域
の子育てなどを支援する『子ども・子育て支援新制度』が、平成27年４月から
はじまりました。

１．保育の場を増やし、待機児童を減らして、子育てしやすい、働きやすい
　　社会にします。
２．幼児期の学校教育や保育、地域の様々な子育て支援の量の拡充や質の
　　向上を進めます。
３．保育所と幼稚園のいいところをひとつにした「認定こども園」の普及
　　を図ります。
４．子どもが減ってきている地域の子育てもしっかり応援します。

子ども・子育て支援新制度では、
　　　　　　　　　こんな取組みを進めていきます！

子どもたちの未来のために！！子どもたちの未来のために！！
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環境にやさしい植物油
インキを使用しています。

子ども・子育て支援新制度周知用パンフレット
平成27年11月発行

発行：郡山市こども部
〒963－8601 郡山市朝日一丁目23番７号

◇子ども・子育て支援新制度全般に関すること
◇放課後児童クラブに関すること

こども未来課　☎024-924-3801

◇地域の子育て支援等に関すること
こども支援課　☎024-924-2581

◇保育所・幼稚園等子どもを預ける施設に関すること
こども育成課　☎024-924-3541

◆子ども・子育て支援新制度について詳しい内容を知りたい方は
　http://www8.cao.go.jp/shoushi/shienseido/index.html（内閣府）
　上記ウェブサイトへアクセスしてください。

内閣府　子ども・子育て支援新制度 検索



子どもを預ける施設について子どもを預ける施設について

保育所・幼稚園に加えて、〔認定こども園〕や〔地域型保育〕
等により子育て家庭の支援を図ります。

認可保育所
０～５さい

保育が必要な子どもを預ける施設

利用できる保護者 就労などの理由により、日中家庭で保育
ができない保護者

利 用 手 続 き ➡5～6ページをご覧ください。

●就労などの理由により、日中保育ができない保護者に代わって保育を行う児童福祉施設
です。
●市内には公立保育所と市の認可を受けた民間の保育所があり、認可保育所は全て新制度
に移行した施設です。

認定こども園
０～５さい

教育と保育を一体的に行い、　　
　　地域の子育て支援を行う施設

利 用 手 続 き 保育所部分利用の場合は認可保育所と同様です。
幼稚園部分利用の場合は幼稚園と同様です。

幼 稚 園
３～５さい

幼児期の教育を行う施設

利用できる保護者 満３歳児以上の未就学児の保護者

利 用 手 続 き ➡5～6ページをご覧ください。

●小学校以降の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校教育施設です。
●市内には私立幼稚園があり、新制度に移行するか今までの制度で継続するかは各幼稚園
で選択します。

利 用 手 続 き 各施設へ直接お申し込みください。

●未就学の子どもを預けるところで、認可保育所ではない施設です。
●市の認可を受けて新制度へ移行する施設と認可外保育施設とし
て継続する施設があります。

認可外
保育施設

●幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持つ施設です。
●保育所部分は２号認定又は３号認定を受けて市町村で利用を決
定します。幼稚園部分は、保護者の就労状況に関わらず、１号
認定を受けて利用できます。
●平成27年４月１日現在、郡山市に認定こども園はありません。

地域型保育
０～２さい

保育が必要な　　　　　　　　
　０～２歳の子どもを預ける施設

利 用 手 続 き 認可保育所と同様の手続きの流れになります。

●保育所よりも少人数で満２歳児までを預かります。
●以下の４つのタイプがあり、市で認可した事業は、認可保育所
と一緒に入所案内等でお知らせします。

少人数を対象に、多様なスペースを活用
して保育を行います。

◆小規模保育事業（定員6～19人）

会社の保育施設などで、従業員のお子さ
んと地域のお子さんを対象に保育を行い
ます。

◆事業所内保育事業

５人以下のお子さんを対象に家庭的な雰
囲気で保育を行います。

◆家庭的保育事業（定員５人以下）

病気などで個別ケアが必要なお子さんの
自宅で１対１で保育を行います。

◆居宅訪問型保育事業

郡山市内にはどんな施設があるの？
　郡山市内には公立保育所や民間認可保育所、
私立幼稚園、認可外保育施設、小規模保育事業
等があります。
　くわしくはウェブサイトなどをご覧ください。
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保育所や幼稚園などの利用手続きについて保育所や幼稚園などの利用手続きについて

新制度でのポイント

保護者は、『利用のための認定』を受けることになります。1

保育を希望する場合、就労時間に応じて利用時間が区分されます。2

新制度の施設の保育料（利用者負担額）は、所得に応じて決定します。3

　保育や教育のニーズを把握し、子育て支援の場を整備していくために、保護者に認定を受けていた
だきます。
　認定の手続きについては、保育所と幼稚園で異なりますので、5～6ページをご覧ください。

利用のための認定とは？

　以下の点を考慮して、市で保育の必要性を認定します。

保育の必要性とは？

認定区分 　利用希望の施設や子どもの年齢等に応じて、市が次の３つの区分に認定
を行います。

幼稚園
５歳

１号認定

　　　　保育所
３歳

２号認定

０歳

３号認定

区　分

１号認定

２号認定

３号認定

年　齢

満３歳以上

満３歳未満

幼稚園等での幼児教育を希望の場合

『保育の必要性』があり、保育所や
地域型保育等での保育を希望の場合

利　　用　　先

支給認定証
　認定を受けた保護者の方には、『子ども・子育て支給認定
証』を送付いたします。施設や市で求めた際に提示してい
ただき、支給認定の有効期間の範囲内で施設を利用するこ
ととなりますので、大切に保管してください。

第４号様式（第５条関係）

住　所
フリガナ

生年月日
フリガナ

生年月日 性別 男

交付年月日 平成27年2月27日

郡山市長　　　　　　　　

保育必要量 保育標準時間

認定期間 平成27年4月1日から平成27年6月30日まで

支給認定区分 ２号認定子ども

認定事由 求職活動

児
童

ｺｵﾘﾔﾏ　ｶﾞｸﾄ
氏名 郡山　がくと

子ども・子育て支給認定証
支給認定番号 １１１１１１１１１１

保
護
者

郡山市朝日一丁目23番7号

ｺｵﾘﾔﾏ　ｱｻｶ
氏名 郡山　あさか

こんな場合はご連絡を
●支給認定証の内容（保護者の認定事由や住所等）に変

更が生じた場合
●有効期限が切れた後も保育を必要とする場合などは手

続きが必要です。
　こども育成課へお問い合わせください。

①保育を必要とする事由
　※保護者が、次のいずれかに該当することが必要です。

□就労　　　　　　　　□求職活動　　　　　　　　□就学（職業訓練校含む）
□妊娠・出産　　　　　□保護者の疾病・障害　
□同居又は長期入院等している親族の介護・看護　
□災害復旧　　　　　　□虐待やDVのおそれがある場合
□育児休業中に、既に保育を利用している子どもの継続利用の場合 

③優先利用への該当の有無
　ひとり親家庭など、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。

《保育の利用時間例》

延長保育
　利用時間を超え
て延長保育を行っ
ている施設もあり
ます。こども育成
課又は各施設にお
問い合わせくださ
い。

7：30

8：30 16：30

18：30保育所開所時間

開所時間の間で最大11時間利用可能保育標準時間

フルタイムで
共働きのＡさん

保育短時間

パートタイムで
働くＢさん

保育短時間の利用時間帯（８時間）

保育短時間の利用時間内で
最大８時間利用可能

②保育の必要量
　保護者の就労時間により、利用時間が「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。

※「保育短時間」利用が可能となる就労時間の下限は、１月当たり
52時間です。

※パートタイム就労の時間帯やシフト勤務などにより、保育短時間
利用時間帯内で送迎が困難な場合は、保育標準時間を希望するこ
とができます。

　 保育標準時間　フルタイム就労の利用時間（最長11時間）

　 保育短時間　　パートタイム就労の利用時間（最長８時間）
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利用手続き
の流れ 公立保育所、認可保育 所、地域型保育等

1
保育の必要性の
認定申請
●保護者の方は、入所申
込と同時又は入所申込
前に、保育の必要性の
認定申請手続きを行い
ます。

2
入所申込

●郡山市こども育
成課又は第一希
望の施設へお申
込みください。

3
保育の必要性の認定、
支給認定証の交付
●市が保育の必要性を認
定し、保護者へ認定証
を交付します。

4
入所の利用調整

●保護者の希望や保育所等の状
況等により、市が利用施設を
決定します。
●利用調整後、各保護者へ通知
書を送付します。

5
児童の入所

●利用時間
　保護者の就労時間により、利用時間が「保育
標準時間」と「保育短時間」に区分されます。
●保育料
　所得に応じた保育料を負担していただきます。

　支給認定の申請では、証明書類（勤務
先での就労証明書等）が必要となります。
申請書類はこども育成課又は各施設で配
布しています。

　世帯状況や保護者の就労状況などが変
わった場合には、届出が必要ですので、
利用施設へご連絡ください。

4月の入所受付については、例年11月頃の広
報でお知らせします。
　年度の途中で申込の際は、こども育成課又
は第一希望の施設へお問い合わせください。

利用手続き
の流れ 新制度に移行した幼 稚園

1
幼稚園へ
入園申込み
●保護者は各幼稚園へ
直接申込みします。

2
幼稚園を通して
認定申請
●保護者は、幼稚園経
由で支給認定の申請
手続きを行います。

3
支給認定証の
交付
●市で認定後、幼稚園
を通して保護者へ認
定証を交付します。

4
園児の入園
●利用時間
　平日昼過ぎまでの通常通園又は各園で夕方ま
での預かり保育を実施します。
●保育料
　保護者の所得に応じた保育料を負担していた
だきます。

　幼稚園は、満３歳から入園
可能です。申込に必要な書類
などは各幼稚園へお問い合わ
せください。

　幼稚園の場合、新制度へ移行するか今ま
での制度で継続するかは、各幼稚園で選択
します。移行する園と今までの園では、保
育料の決定方法など変わる点もあれば、入
園方法など変わらない点もあります。

入園申込の方法
　新制度へ移行した幼稚園も今までの制度
で継続する幼稚園も、どちらも施設に直接
申込みをし、園と入園の契約をします。

保育料
　新制度へ移行した幼稚園の保育料は、保
護者の所得に応じて市町村が決定します。
　今までの制度で継続する幼稚園は、各園
で設定した保育料を保護者が負担し、保護
者の所得に応じて就園奨励費補助を受ける
ことができます。

利用時間
　どちらも平日昼過ぎまでの通常通園時間
で、各園で夕方までの預かり保育を実施し
ます。

支給認定
　新制度に移行する園は、幼稚園を通して
支給認定の申請行います。今までの制度で
継続する幼稚園を利用する場合は、支給認
定を受ける必要はありません。

新制度に移行する幼稚園とは？
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利用手続き
の流れ 公立保育所、認可保育 所、地域型保育等

1
保育の必要性の
認定申請
●保護者の方は、入所申
込と同時又は入所申込
前に、保育の必要性の
認定申請手続きを行い
ます。

2
入所申込

●郡山市こども育
成課又は第一希
望の施設へお申
込みください。

3
保育の必要性の認定、
支給認定証の交付
●市が保育の必要性を認
定し、保護者へ認定証
を交付します。

4
入所の利用調整

●保護者の希望や保育所等の状
況等により、市が利用施設を
決定します。
●利用調整後、各保護者へ通知
書を送付します。

5
児童の入所

●利用時間
　保護者の就労時間により、利用時間が「保育
標準時間」と「保育短時間」に区分されます。
●保育料
　所得に応じた保育料を負担していただきます。

　支給認定の申請では、証明書類（勤務
先での就労証明書等）が必要となります。
申請書類はこども育成課又は各施設で配
布しています。

　世帯状況や保護者の就労状況などが変
わった場合には、届出が必要ですので、
利用施設へご連絡ください。

4月の入所受付については、例年11月頃の広
報でお知らせします。
　年度の途中で申込の際は、こども育成課又
は第一希望の施設へお問い合わせください。

利用手続き
の流れ 新制度に移行した幼 稚園

1
幼稚園へ
入園申込み
●保護者は各幼稚園へ
直接申込みします。

2
幼稚園を通して
認定申請
●保護者は、幼稚園経
由で支給認定の申請
手続きを行います。

3
支給認定証の
交付
●市で認定後、幼稚園
を通して保護者へ認
定証を交付します。

4
園児の入園
●利用時間
　平日昼過ぎまでの通常通園又は各園で夕方ま
での預かり保育を実施します。
●保育料
　保護者の所得に応じた保育料を負担していた
だきます。

　幼稚園は、満３歳から入園
可能です。申込に必要な書類
などは各幼稚園へお問い合わ
せください。

　幼稚園の場合、新制度へ移行するか今ま
での制度で継続するかは、各幼稚園で選択
します。移行する園と今までの園では、保
育料の決定方法など変わる点もあれば、入
園方法など変わらない点もあります。

入園申込の方法
　新制度へ移行した幼稚園も今までの制度
で継続する幼稚園も、どちらも施設に直接
申込みをし、園と入園の契約をします。

保育料
　新制度へ移行した幼稚園の保育料は、保
護者の所得に応じて市町村が決定します。
　今までの制度で継続する幼稚園は、各園
で設定した保育料を保護者が負担し、保護
者の所得に応じて就園奨励費補助を受ける
ことができます。

利用時間
　どちらも平日昼過ぎまでの通常通園時間
で、各園で夕方までの預かり保育を実施し
ます。

支給認定
　新制度に移行する園は、幼稚園を通して
支給認定の申請行います。今までの制度で
継続する幼稚園を利用する場合は、支給認
定を受ける必要はありません。

新制度に移行する幼稚園とは？
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保育料（利用者負担額）について保育料（利用者負担額）について
世帯の所得に応じて保育料（利用者負担額）を決定

　父母の市民税所得割額を合算して階層区分を決定します。
　市民税所得割額の算定では、住宅借入金等特別控除額、寄付金税額控除額、配当・外国税額控除額などの適
用はありません。また、父母の収入の状況により、同居の祖父母等の市民税所得割額も合算して決定する場合
もあります。

8月分までは前年度、9月分からは当該年度の市民税所得割額で算定
　9 月分以降は算定の基となる
市民税の課税年度が変更となり
ます。

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月4月

平成26年度の市民税で算定

平成25年中の所得

平成27年度の市民税で算定

平成26年中の所得

《例》 平成27年度

認可保育所、地域型保育等の多子世帯軽減
小学校就学前の範囲内で、兄姉が認可保育所や幼稚園等を利用している場合
●2人目の入所児童は保育料半額　　●3人目以降の入所児童は保育料無料

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 小1 小2 小3

3人目
保育料無料

2人目
保育料半額

1人目

新制度に移行した幼稚園の多子世帯軽減
年少から小学校３学年までの範囲内で、兄姉が小学校、認可保育所や幼稚園等を利用している場合
●2人目の園児は保育料半額　　●3人目以降の園児は保育料無料

0歳 1歳 2歳 3歳（年少） 4歳（年中） 5歳（年長） 小1 小2 小3

3人目
保育料無料

2人目
保育料半額

1人目

●18歳未満の兄姉がいる3歳未満児の第三子軽減
　第２階層から第９階層までの世帯　２分の１の額に軽減
　第10階層から第18階層までの世帯　４分の３の額に軽減

その他 郡山市独自の軽減措置（平成27年度） 年齢要件や所得制限等があります。
くわしくはこども育成課へお問い合わせください。

●第一子保育料無料化・軽減

保育料は無料

月額5,000円軽減

対　　　象　　　者 世帯の市町村民税 軽　　減　　内　　容
●世帯の第一子
●保護者（扶養義務者）に市税等
　の滞納がない方

所得割額48,600円未満

所得割額97,000円未満

次の範囲内で 2人目以降の子どもは保育料が軽減となります。
また、市独自に軽減を行い、保護者の負担軽減を図っています。保育料の軽減

保育料（利用者負担額）表（平成27年度）
認可保育所、小規模保育事業等

※4月1日現在の年齢により年齢区分を決定します。

階　　層　　区　　分

月　　　　　　　　額

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児

保育標準時間

0円

7,000円

0円

11,000円

10,000円

15,000円

14,000円

18,000円

17,000円

21,000円

23,000円

25,000円

27,000円

31,000円

34,000円

38,000円

42,000円

46,000円

48,000円

50,000円

60,000円

70,000円

0円

5,000円

0円

8,000円

7,000円

12,000円

11,000円

15,000円

14,000円

18,000円

20,000円

22,000円

24,000円

28,000円

30,000円

33,000円

0円

5,000円

0円

8,000円

7,000円

12,000円

11,000円

15,000円

14,000円

18,000円

20,000円

22,000円

24,000円

27,000円

保育標準時間

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

生活保護世帯、里親の世帯

市町村民税非課税世帯

市町村民税非課税世帯のひとり親世帯等

均等割のみ課税世帯

均等割のみ課税世帯のひとり親世帯等

所得割額38,000円未満

所得割額38,000円未満のひとり親世帯等

所得割額48,600円未満

所得割額48,600円未満のひとり親世帯等

所得割額58,500円未満

所得割額71,000円未満

所得割額84,000円未満

所得割額97,000円未満

所得割額115,000円未満

所得割額133,000円未満

所得割額151,000円未満

所得割額169,000円未満

所得割額192,000円未満

所得割額231,000円未満

所得割額301,000円未満

所得割額397,000円未満

所得割額397,000円以上

0円

6,800円

0円

10,800円

9,800円

14,700円

13,700円

17,600円

16,600円

20,600円

22,600円

24,500円

26,500円

30,400円

33,400円

37,300円

41,200円

45,200円

47,100円

49,100円

58,900円

68,800円

保育短時間 保育標準時間 保育短時間 保育短時間

0円

4,900円

0円

7,800円

6,800円

11,700円

10,700円

14,700円

13,700円

17,600円

19,600円

21,600円

23,500円

27,500円

29,400円

32,400円

0円

4,900円

0円

7,800円

6,800円

11,700円

10,700円

14,700円

13,700円

17,600円

19,600円

21,600円

23,500円

26,500円

新制度に移行した幼稚園

※年齢の区分はありません。　　　※預かり保育料は含まれない額です。

1

2

3

4

5

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯（均等割のみ課税世帯含む）

所得割額77,100円以下

所得割額77,100円以下のひとり親世帯等

所得割額211,200円以下

所得割額211,201円以上

階　　層　　区　　分 月　額

0円

0円

9,000円

8,000円

13,000円

18,000円

●公立も私立も保育料は同額です。
●保育料の支払先
　・認可保育所　　　郡山市
　・認可保育所以外　利用施設
●各施設によりバス代、行事代などの実費徴
収費がかかることがあります。
●世帯状況が変わった場合、市町村民税の申
告（修正申告）をした場合などは保育料が
変わることがありますので、こども育成課又
は利用施設へご連絡ください。
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保育料（利用者負担額）について保育料（利用者負担額）について
世帯の所得に応じて保育料（利用者負担額）を決定

　父母の市民税所得割額を合算して階層区分を決定します。
　市民税所得割額の算定では、住宅借入金等特別控除額、寄付金税額控除額、配当・外国税額控除額などの適
用はありません。また、父母の収入の状況により、同居の祖父母等の市民税所得割額も合算して決定する場合
もあります。

8月分までは前年度、9月分からは当該年度の市民税所得割額で算定
　9 月分以降は算定の基となる
市民税の課税年度が変更となり
ます。

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月4月

平成26年度の市民税で算定

平成25年中の所得

平成27年度の市民税で算定

平成26年中の所得

《例》 平成27年度

認可保育所、地域型保育等の多子世帯軽減
小学校就学前の範囲内で、兄姉が認可保育所や幼稚園等を利用している場合
●2人目の入所児童は保育料半額　　●3人目以降の入所児童は保育料無料

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 小1 小2 小3

3人目
保育料無料

2人目
保育料半額

1人目

新制度に移行した幼稚園の多子世帯軽減
年少から小学校３学年までの範囲内で、兄姉が小学校、認可保育所や幼稚園等を利用している場合
●2人目の園児は保育料半額　　●3人目以降の園児は保育料無料

0歳 1歳 2歳 3歳（年少） 4歳（年中） 5歳（年長） 小1 小2 小3

3人目
保育料無料

2人目
保育料半額

1人目

●18歳未満の兄姉がいる3歳未満児の第三子軽減
　第２階層から第９階層までの世帯　２分の１の額に軽減
　第10階層から第18階層までの世帯　４分の３の額に軽減

その他 郡山市独自の軽減措置（平成27年度） 年齢要件や所得制限等があります。
くわしくはこども育成課へお問い合わせください。

●第一子保育料無料化・軽減

保育料は無料

月額5,000円軽減

対　　　象　　　者 世帯の市町村民税 軽　　減　　内　　容
●世帯の第一子
●保護者（扶養義務者）に市税等
　の滞納がない方

所得割額48,600円未満

所得割額97,000円未満

次の範囲内で 2人目以降の子どもは保育料が軽減となります。
また、市独自に軽減を行い、保護者の負担軽減を図っています。保育料の軽減

保育料（利用者負担額）表（平成27年度）
認可保育所、小規模保育事業等

※4月1日現在の年齢により年齢区分を決定します。

階　　層　　区　　分

月　　　　　　　　額

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児

保育標準時間

0円

7,000円

0円

11,000円

10,000円

15,000円

14,000円

18,000円

17,000円

21,000円

23,000円

25,000円

27,000円

31,000円

34,000円

38,000円

42,000円

46,000円

48,000円

50,000円

60,000円

70,000円

0円

5,000円

0円

8,000円

7,000円

12,000円

11,000円

15,000円

14,000円

18,000円

20,000円

22,000円

24,000円

28,000円

30,000円

33,000円

0円

5,000円

0円

8,000円

7,000円

12,000円

11,000円

15,000円

14,000円

18,000円

20,000円

22,000円

24,000円

27,000円

保育標準時間

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

生活保護世帯、里親の世帯

市町村民税非課税世帯

市町村民税非課税世帯のひとり親世帯等

均等割のみ課税世帯

均等割のみ課税世帯のひとり親世帯等

所得割額38,000円未満

所得割額38,000円未満のひとり親世帯等

所得割額48,600円未満

所得割額48,600円未満のひとり親世帯等

所得割額58,500円未満

所得割額71,000円未満

所得割額84,000円未満

所得割額97,000円未満

所得割額115,000円未満

所得割額133,000円未満

所得割額151,000円未満

所得割額169,000円未満

所得割額192,000円未満

所得割額231,000円未満

所得割額301,000円未満

所得割額397,000円未満

所得割額397,000円以上

0円

6,800円

0円

10,800円

9,800円

14,700円

13,700円

17,600円

16,600円

20,600円

22,600円

24,500円

26,500円

30,400円

33,400円

37,300円

41,200円

45,200円

47,100円

49,100円

58,900円

68,800円

保育短時間 保育標準時間 保育短時間 保育短時間

0円

4,900円

0円

7,800円

6,800円

11,700円

10,700円

14,700円

13,700円

17,600円

19,600円

21,600円

23,500円

27,500円

29,400円

32,400円

0円

4,900円

0円

7,800円

6,800円

11,700円

10,700円
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地域の子育て支援について地域の子育て支援について

地域子育て支援拠点、利用者支援 【担当課】こども支援課・こども育成課

●地域の身近なところで、気軽に親子の交流
や、子育て相談ができる場所です。

●地域の子育てに関する情報の発信や子育て
イベントなどを実施しています。

●ニコニコこども館、地域子育て支援センター、
各認可保育所及びこども育成課窓口には、
子育てに関する相談を受け付ける『保育コン
シェルジュ』を配置しています。

★保育コンシェルジュ…保育や子育てに関する
　　　　　　　　　　　相談員

郡山市の地域子育て支援拠点施設

・ニコニコこども館
・東部地域子育て支援センター　
・西部地域子育て支援センター
・南部地域子育て支援センター
・北部地域子育て支援センター

放課後児童クラブ 【担当課】こども未来課

●保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生の遊び及び生活の場を確保し、健全な育成を図
ります。
●職員の資格や施設・設備などについて新たな基準により質の向上を図っていきます。
●小学校６年生までを対象として、利用児童の増加を図っていきます。

※入会希望者が各クラブの定員を超える場合には、入会できない場合があります。
　（低学年を優先します。）

小学校35校及び希望が丘児童センターの計36箇所で開所しています。
（くわしくは、市ウェブサイトをご参照ください。）

こんにちは赤ちゃん訪問 【担当課】こども支援課

●お子様の健やかな成長を願うとともに、産後のお母さんたちへの支援をさせていただくため、
「こんにちは赤ちゃん訪問事業」を実施しています。

訪問時期：生後約４か月頃まで
費　　用：無料
訪 問 者：看護師等（訪問担当者より事前に電話連絡をいたします。）
訪問内容：子育てに役立つ情報の紹介や子育てに関する不安や悩みをお聞きします。
訪問時間：約15分程度

ファミリーサポートセンター 【担当課】こども支援課

●ファミリーサポートとは
　「子どもを預かってほしい方」と「子どもを預かることができる方」がそれぞれ会員となり、
お互いに信頼関係を築きながら子どもを預けたり預かったりする活動です。
　地域の中で、みんなの手で子育て支援の輪を広げていきます。

●相互援助活動内容
　・冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際、子どもを預かること。
　・買い物等外出時、子どもを預かること。
　・保育終了後や学校の放課後、学童保育終了後、子どもを預かること。
　・保育施設や学校、学童保育までの送迎を行うこと。
　・子どもの習い事等の場合の援助。

一時預かり 【担当課】こども支援課・こども育成課

●急な用事や短期のパートタイム就労など、子育て家庭の様々な
ニーズに合わせて、一時的に就学前のお子さんを預かります。

郡山市で実施している施設

・ニコニコこども館　　　　　・柴宮保育所　　　　　・大成保育所
・大槻保育所　　　　　　　　・久保田保育所　　　　・郡山婦人会幼児保育所
・あさひがおか保育園　　　　・八山田保育園
・はなさと保育園大町分園　　・笑風にこにこ保育園

利用希望の場合は、
各施設へ直接お問い合わせ

ください。

すべてのお子さんと子育て家庭のために、地域の様々な
子育て支援を充実していきます。

病児・病後児保育 【担当課】こども育成課

●病気中や病気の回復期のお子さんを、保護者が家庭で保育できな
い場合に、病院などに付設されたスペースで一時的に預かります。

郡山市で実施している施設

・菊池医院「らびっと」
・チルドレンクリニック「ピパ」
・いいもり子ども医院「もりのこ」
・わんぱくさいとうこども医院「かくれんぼ」

利用希望の場合は、
各施設へ直接お問い合わせ

ください。
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Ｑ＆ＡQ & A 子どもを預ける
施設について

Q1 小規模保育事業を利用する場合、子どもが３歳になったらどうすれ
ばよいのですか？

A 　小規模保育事業は、３歳になった年度末まで利用することができます。
　小規模保育事業の卒園後、認可保育所を利用希望の場合は4月入所申込時に申込を、
幼稚園を利用希望の場合は直接園へ申込をしていただくようになります。
　保護者の希望を考慮して、卒園後の円滑な施設利用を図っていきます。

支給認定、利用時間について

Q4 パートタイムで就労している場合は、保育短時間利用となるのですか？

A 　パートタイム就労であっても、勤務時間帯やシフト勤務などにより、施設の保育短
時間利用の時間帯内で送迎が困難な場合は、保育標準時間で利用することができます。
勤務時間等により保育標準時間を希望する場合は、支給認定の申請時にお申し出くだ
さい。

Q5 仕事などの都合で、保育標準時間や短時間の利用時間帯を超えるこ
とになってしまう場合は、延長保育を利用することはできますか？

A ①保育標準時間で利用の場合、延長保育を行っている認可保育所や小規模保育事業等
では、事前に手続きをして１歳以上の子どもの延長保育を利用することができます。

②保育短時間で利用の場合、１歳未満児も保育標準時間帯内で延長保育を利用するこ
とは可能です。くわしくは各施設へお問い合わせください。

Q6 ２号認定や３号認定の認定事由によって保育所等の利用期間に違い
はありますか？

A 　認定事由により支給認定の有効期間が異なり、その期間内で保育所等を利用すること
となります。有効期間後も引き続き保育を必要とする場合には保育の必要性を確認する
手続きが必要となりますので、こども育成課又は入所施設へお問い合わせください。

Q3 保護者が働いている場合でも、子どもが幼稚園に通うことは可能
ですか？

A 　可能です。保護者が働いている場合でも、１号認定を受け、夕方までの預かり保育を
利用することができます。

Q2 ①子どもを預けている施設が認可保育所になる場合、どんな手続き
が必要ですか？

②子どもを預けている幼稚園が新制度になる場合、どんな手続きが
必要ですか？

③保育料はどうなりますか？

A ①保護者の就労証明書など保育の必要性を確認する書類を添付して支給認定の申請や
施設利用の申請をする必要があります。

②幼稚園を通して支給認定の申請をする必要があります。（幼稚園利用の場合は就労
証明書等は不要です。）

③保護者の所得に応じて、市が保育料を決定します。また、多子世帯等で軽減の要件
に該当する場合には、保育料の軽減を受けることができます。

２
号
認
定

３
号
認
定

認定理由 支 給 認 定 有 効 期 間

就　　労

妊娠・出産

疾病・負傷・障がい

介護・看護

災害復旧

求職活動

就学・職業訓練

支給認定有効期間の取扱いは２号認定と同じ
※支給認定の上限は、満３歳になる誕生日の前々日です。認定事由が有効であれば、満３歳前に市から新しい
支給認定証を送付します。

退職まで雇用の場合、小学校就学前まで

雇用期間の定めがある場合、雇用期間の翌月まで

出産予定日の２か月前から出産後２か月前まで

病気が回復するまで

病人が回復するまで

災害の復旧に要する期間

３か月まで

保護者の卒業又は修了予定日の属する月まで

※支給認定の有効期間を６か月として、現
況確認により利用期間を延長
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Q7 保育所を利用の場合、年度途中で３歳や４歳になったら保育料の年
齢区分は変わりますか？

A 　４月１日現在の年齢で保育料の年齢を区分しますので、年度途中で３歳や４歳に
なっても年度内は保育料表の年齢区分は同じです。

地域の子育て支援について保育料について

Q10 一時預かりを利用するためには、支給認定などが必要となりますか？

Q11 地域子育て支援センターとは、どのような施設ですか？

A 　一時預かりを利用するために支給認定を受ける必要はありません。保護者の冠婚葬
祭や短期の就労など、子育て家庭のさまざまなニーズに合わせて利用することができ
ます。
　ただし、１月で利用できる日数や施設での空き状況がありますので、利用される施
設へご確認ください。

A 　ニコニコこども館のサテライト施設として、主に子育て中の保護者の方々の交流の
場、子ども同士の遊びの場としてご利用いただく施設です。

●利用案内●
　・育児相談…地域子育て支援センターの職員が、電話や面接などで子育てに関する

相談に応じます。
　・子育てサロン…乳幼児を持つ親と子ども同士の交流の場を提供します。
　・育児に関する情報提供…子育て事業案内や各種イベント等の情報を提供します。

Q9 　新制度に移行しない幼稚園や認可外保育施設に対する保育料の
補助等は、どんなものがありますか？

A 　第一子に対する補助や多子世帯に対する補助があります。所得要件などがありますの
で、くわしくはこども育成課へお問合せください。

Q8 多子世帯で２人目の保育料が半額となるのは、どのようなケースで
すか？

A ◆認可保育所、地域型保育(小規模保育事業等)、認定こども園の保育所部分◆
　小学校就学前の範囲内で、兄姉が認可保育所や幼稚園等を利用している場合

◆新制度に移行した幼稚園、認定こども園の幼稚園部分◆
　年少から小学校３学年までの範囲内で、兄姉が小学校、認可保育所や幼稚園等を利
用している場合

私立幼稚園（新制度に移行しない幼稚園） 認 可 外 保 育 施 設

●幼稚園就園奨励費補助金
　•入園料及び保育料を対象に補助金交付

●多子世帯軽減補助金
　•18歳未満の順で３人目以降の３歳未満児世帯へ補
助金交付

　•月額10,000円又は保育料の半額を補助

●第一子保育料無料化・軽減事業補助金
　•入園料及び保育料から幼稚園就園奨励費補助金を差
し引いた額を対象に補助

　•市民税所得割額48,600円未満の世帯
月額18,000円限度に補助

　•市民税所得割額97,000円未満の世帯
月額5,000円限度に補助

●第一子保育料無料化・軽減事業補助金
　•保育料を対象に補助
　•市民税所得割額48,600円未満の世帯

月額27,000円限度に補助
　•市民税所得割額97,000円未満の世帯

月額5,000円限度に補助

市独自の軽減・補助
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～子ども・子育て支援新制度のご案内～～子ども・子育て支援新制度のご案内～

　すべての子どもたちが笑顔で成長できるよう、保育所や幼稚園をはじめ、地域
の子育てなどを支援する『子ども・子育て支援新制度』が、平成27年４月から
はじまりました。

１．保育の場を増やし、待機児童を減らして、子育てしやすい、働きやすい
　　社会にします。
２．幼児期の学校教育や保育、地域の様々な子育て支援の量の拡充や質の
　　向上を進めます。
３．保育所と幼稚園のいいところをひとつにした「認定こども園」の普及
　　を図ります。
４．子どもが減ってきている地域の子育てもしっかり応援します。

子ども・子育て支援新制度では、
　　　　　　　　　こんな取組みを進めていきます！

子どもたちの未来のために！！子どもたちの未来のために！！

保育所・幼稚園
の利用手続き
について

ページ3

保育料
（利用者負担）
について

ページ7

地域の
子育て支援
について

ページ9

Ｑ＆Ａ

ページ11

子どもを
預ける施設
について

ページ１
環境にやさしい植物油
インキを使用しています。

子ども・子育て支援新制度周知用パンフレット
平成27年11月発行

発行：郡山市こども部
〒963－8601 郡山市朝日一丁目23番７号

◇子ども・子育て支援新制度全般に関すること
◇放課後児童クラブに関すること

こども未来課　☎024-924-3801

◇地域の子育て支援等に関すること
こども支援課　☎024-924-2581

◇保育所・幼稚園等子どもを預ける施設に関すること
こども育成課　☎024-924-3541

◆子ども・子育て支援新制度について詳しい内容を知りたい方は
　http://www8.cao.go.jp/shoushi/shienseido/index.html（内閣府）
　上記ウェブサイトへアクセスしてください。

内閣府　子ども・子育て支援新制度 検索


